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１．申出に必要な調査票の作成 
以下のホームページから調査票を取得して作成してください。 

https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/3r_policy/policy/research.html 

 

２．e-Gov 利用準備 
e-Gov を利用するためのアカウントの登録や、アプリケーションのインストール等の準備を行います。 

以下のホームページの利用準備の内容をご説明します。 

既に利用準備をされている方は「３．申請書の提出」にお進みください。 

 https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/preparation 

 

①  e-Gov アカウントの登録 
e-Gov アカウントをお持ちでない方は、はじめに e-Gov アカウントの登録が必要です。 

 

（１）『利用準備』をクリックしてください。 

 

  

https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/3r_policy/policy/research.html
https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/preparation
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（２）利用準備の画面で「①アカウントの準備」をクリックします。 

 

 

（３）次の画面で「e-Gov アカウントを登録」をクリックします。 
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（４）仮登録入力画面からメールアドレスを入力し、チェックボックス欄にチェックを

入れてください。チェックを入れた後、『内容を確認』ボタンをクリックし、『登

録』ボタンをクリックしてください。 

 
 

（５）『登録』ボタンをクリックすると、仮登録完了画面が表示され、本登録手続

きメールが（４）で入力したメールアドレス宛てに送られますので、メール本

文中の URL から本登録の手続きを必ず行ってください。 

 

✔ 
メールアドレスは、パスワードの再設定等に

必要となる重要な情報ですので、失念等

が無いよう、十分ご注意ください。 



 6 / 17 

 

 

 

（６）本登録手続きページでパスワードを設定し、本登録を完了すると、e-Gov

アカウントの登録は全て完了です。 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

必ず本登録手続きメールから

本登録を行って下さい。 

パスワードの設定を行ってください。 
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②ブラウザの設定 
次にブラウザの設定を行います。 

     利用準備の画面で、「②ブラウザの設定」をクリックし、画面の内容のとおりにご利用するブラウザの設定を

行ってください。 
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③アプリケーションのインストール 
次にアプリケーションのインストールを行います。 

利用準備の画面で、「③アプリケーションのインストール」をクリックし、画面の内容のとおりにご利用するブラ

ウザの設定を行い、準備ができたらマイページにログインを行います。 

 

 
         ※e-Gov電子申請のトップページの「ログイン」ボタンでもマイページにログインできます。 
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④案件進捗時のメールの通知設定 
審査の進捗に合わせてメールが通知される用に設定を行います。 

（１）マイページの画面右上のアカウントをクリックし、「利用者設定」をクリックしてください。 

 

 
 

（２）利用者設定変更画面のメール通知設定項目の「案件ステータス」を「受信する」に設定し、「内容

を確認」をクリックしてください。 

※「案件ステータス」を「受信する」に設定することで、審査終了などの審査の進捗に変化があった際

に、メールで通知されるようになります。 

なお、メールは、3時間間隔で申請案件の進捗があれば通知されますので、メール通知を受信した

際には、必ずマイメニューから内容をご確認ください。 

 
 

（メール内容） 

このメールが送られてきたら、

必ず、進捗状況をマイメニュ

ーよりご確認ください。 
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（３）設定内容を確認し、「変更」クリックしてください。 

 

 
 

（４）設定変更完了画面が表示されたら、設定変更の完了です。 
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３．申請書の提出 
  作成した調査票を申請します。 

 

① e-Gov 電子申請システムのホームページを開き、『e-Gov 電子申請』をクリックしてください。 

https://www.e-gov.go.jp/ 

 

 

② 『手続検索』をクリックしてください。 

 
  

https://www.e-gov.go.jp/
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③ e-Gov 電子申請手続検索から「容器包装利用・製造等実体調査」と入力し、検索してください。 

 
 

④ 「容器包装利用・製造等実体調査」の「申請書入力へ」をクリックしてください。 
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⑤ 「e-Gov電子申請アプリケーションを起動」をクリックしてください。 

 

⑥ e-Gov アカウント登録の際に登録を行った「メールアドレス」・「パスワード」入力し、ログインを行う。 

 

 

e-Gov アカウント登録を行っていない方は、

まず、こちらから e-Gov アカウント登録を行

ってください。 

G ビズ IDや Microsoft アカウントでのログ

インも可能です。 
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⑦  申請書入力を行い、「内容を確認」をクリックしてください。 

 

  
 

 

  

「申請データを保存」、または「一時保存して中断」を

し、出力されるデータファイルを保存しておくことにより、

入力を行った申請データを後から呼び出すことができま

す。（詳細は P.17「４．マイページの説明」を参照） 

e-Gov アカウントに登録されている申請

者情報、連絡先情報が転記されます。な

お、登録内容の修正はマイページの「基本

情報管理」より行ってください。 

「申請書を添付」ボタンから、作成した調査票を

添付してください。 
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⑧ 申請内容を確認し、「提出」ボタンをクリックします。 

 
 

⑨  提出完了の画面となれば、申請は完了です。申請提出後は審査状況をマイページで確認できます。 

 

提出状況等は e-Gov アカウントにログインを行うことで

確認できます。 
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本資料は e-Gov を参照して作成しており、e-Gov のアップデート等により、手順が変更になる可能性があり

ます。その場合は下記 URLをご参照下さい。（ https://www.e-gov.go.jp/ ） 

 

以上で電子申出の手続きは終了です。 

https://www.e-gov.go.jp/
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（参考） 

４．マイページの説明 
e-Gov アカウントでログインを行うことにより、マイページにアクセスすることができ、申請案件の一覧や個々の申請

状況、通知内容などの確認を行うことができます。 

 

 
 

2020/11/24 以前の e-Gov で提出した申

請内容の紐付けを行うことができます。 

「申請データを保存」、または「一時保存して中

断」の操作（P.10）により保存されたデータを読

込むことで、以前の申請データを呼び出すことがで

きます。 

e-Gov アカウントに登録されている

申請者、連絡先情報を修正するこ

とができます。 
担当者からの通知などの確認

を行うことができます。 

申請内容の一覧を確認

することができます。 


